
 

京都市教育委員会告示第１号 

 令和６年１月１９日京都市教育委員会告示第２号（個人演説会、政党演説会又は政党等

演説会の開催のために必要な施設の設備の程度及び候補者、候補者届出政党又は衆議院名

簿届出政党等が納入すべき費用額）の一部を次のように改めます。 

  令和６年６月２５日 

京都市教育委員会 

「１ 施設の設備の程度」の表洛中小学校の項を削り、音羽川小学校の項の次に次の１

項を加える。 

大 塚 

小学校 
講堂 552 

LED  LED 40W8個 卓子1脚 腰掛120人分 机1脚 

40W12個  いす1脚 卓子1脚 いす4脚 

400W24個   いす4脚  

400W20個   
   

投光器     

500W2個           

「１ 施設の設備の程度」の表小野小学校の項を削り、洛南中学校の項の次に次の１項

を加える。 

久 世 

中学校 
体育館 805 

LED LED 40W8個 卓子1脚 腰掛120人分 机1脚 

40W10個  いす1脚 卓子1脚 いす4脚 

150W51個  
 いす4脚  

「１ 施設の設備の程度」の表勧修中学校の項、栗陵中学校の項及び大淀中学校の項を

削る。 

（教育委員会事務局教育環境整備室） 

 

 


